
妊産婦、子ども、子育て家庭の相談は

こども・子育てイーカオ相談
伴走型相談支援

イーカオ出産・子育て応援ギフト

月曜～金曜（祝日･年末年始を除く） 8:45～17:30（LINE相談のみ17：00まで）相談対応時間

妊婦さん、子育て中の方、子どもさんの色々な不安や悩みについて、専門スタッフに相談できます。
一人で悩まずお気軽にイーカオ相談にどうぞ！

長崎市では、すべての妊婦さんや子育て家庭の皆さんが安心して出産・子育てができるように、下記の
とおり相談支援と経済的支援を一体とした事業を実施しています。

出産・子育て応援ギフト

長崎市魚の町４-１
長崎市役所２F
子育てサポート課（こども家庭センター）

▲

窓口で相談
場 所

相談受付フォーム

▲

メール・オンライン相談

▲

LINE相談
相談対応時間相談専用ダイヤル

8:45～17:00 /
月～金(祝日・年末年始除く)

=095-822-3725

▲

電話で相談
みんなにっこりはいつうじます

子育てサポート課（こども家庭センター）=095-829-1255問い合せ

出産や子育てにかかる費用の負担軽減のため
に、面談①・面談③を受けた後に給付を受けるも
のです。

（子ども一人につき）

子育て応援ギフト
5万円

オムツやミルク、産後ケア、
育児・家事のサポートなどに！

※妊娠届出後に流産・死産となった場合も対象

（妊婦さん一人につき）

出産応援ギフト
5万円

妊婦健診受診や
ママ、赤ちゃんグッズなどに！

詳しくはP65を
ご覧ください

同一世帯で、保育所等を同時に利用する第２子以降（０～２歳児）の保育料が無償
となります。

認可保育施設に入園されているお子さんは、原則、手続きは不要です。それ以外の方は、
一旦、施設に保育料をお支払いのうえ、請求いただく償還払いとなります。

お手続き

令和６年４月から第２子以降の保育料無償化が始まります！保育料無償化

詳しくは
コチラ！

【対象となる方】 保育を必要とする第２子以降のお子さん
※第２子以降とは、小学校就学前の範囲において、保育所や幼稚園などを同時に
利用する最年長のお子さんから数えて２番目以降のお子さんのことをいいます。

相談方法

メール相談のリンクにアクセスできない場合は、
こちらのメールアドレスまで
e-kao_soudan@city.nagasaki.lg.jp
オンライン相談をご希望の方は、その旨ご記入ください。

伴走型相談支援

情報発信など

妊娠期から子育て期にわたる、計３回の面談をと
おし、専門職と一緒にご不安や心配事について
話したり、利用できるサービス等を確認すること
ができます。

妊娠届出時
妊娠届出時に保健師等が面談

妊娠中の生活が
まだイメージできないな・・・

妊娠期から産後の見通しを
一緒にたてましょう

出産後
生後1～2か月頃、市から案内を送付
案内に記載されている面談方法で面談

赤ちゃんのお世話で、
育児疲れが・・・

自分のペースで楽しく育児が
できるように一緒に考えましょう

妊娠8か月頃

面談❶

面談❸

面談❷

妊娠8か月頃にアンケートを送付
ご希望の方は助産師等が面談

出産が近づいてきたけど、
子育てできるかな・・・

出産前の準備や産後のサポートを
一緒に考えましょう
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